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昨年１２月２３日、政府の関係閣僚会議において、「不適切事案に対する法的規制

の強化等」、「地域の取組との連携強化」、「地域共生型への支援の重点化」という３つ

の柱からなる「大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関する対策パッケージ」が

策定され、関係省庁連携の下、速やかに施策の実行を進めることとされました。 

当該対策パッケージには、昨年１０月に本県及び鴨川市から行った要望に対応する

施策が含まれており、深く感謝を申し上げるとともに、大規模太陽光発電施設設置 

計画に関しては、全国の複数の自治体で、生態系への影響や土砂災害リスク等を懸念

する声が上がっており、その課題解決に向けた大きな前進であると認識しております。 

当該対策パッケージにおいては、森林法、盛土規制法等を始めとする各種の関係 

法令の規制を総動員し、厳格に対応することとされており、国による技術的な助言等

の支援をお願いしている本県としても、引き続き、一層の支援の継続と、国、県、   

市町村の取組の連携強化をお願いするところです。 

一方、当該対策パッケージは、幅広い視点から施策の基本的な方向性を示している

ところですが、具体的な法的規制の強化等の内容については、今後、国において、  

検討が進められていくものと認識しており、課題解決に向けては、早急に、具体的な

規制内容を示していくことが重要であると考えております。 

本県としては、こうした状況を踏まえ、災害防止や環境保全等に配慮して地域共生

を大前提に大規模太陽光発電事業の導入を検討していく必要があるため、また、  

鴨川市における大規模太陽光発電施設設置計画への適切な対応を行うため、国に  

おける対応について、下記のとおり要望します。 
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１ 森林法に基づく林地開発許可制度について 

対策パッケージにおいて、森林法に基づく林地開発許可制度について、一部許可 

基準等の見直しの検討が示されているところですが、太陽光発電施設の大規模化に 

伴い、改めて、災害の防止や環境の保全などの観点から基準等の強化をお願いしたい。 

また、今後、国において許可基準等が見直しされた際には、県が定める審査基準の

改正を行うことを予定していますが、早期の実効性を確保するため、改正が速やかに

行えるよう適宜の情報共有をお願いしたい。 

 

２ 再エネ特措法等に基づく太陽光発電事業の適正性の確保について 

多極分散構造にある太陽光発電事業について、長期安定的な事業継続及び地域との

共生を確保し、適切な事業実施を行う能力と地域の信頼を得られる責任ある主体への

事業集約を促進する観点から、昨年４月に長期安定適格太陽光発電事業者の認定制度

が創設されました。 

今後は、長期安定適格太陽光発電事業者の認定制度の適切な運用や適用の拡大を 

通じて、これまで以上に事業者の透明性を高め、適切な事業実施の確保をお願い  

したい。 
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３ 太陽光パネルのリサイクル制度について 

太陽光パネルの適切な廃棄・リサイクルについては、対策パッケージにおいて、  

既存制度の厳格な運用及び実効的な制度整備のほか、リサイクル費用低減に向けた 

技術開発や、リサイクル設備の導入等への支援が示されたところです。 

施策の実行にあたっては、事業終了後の太陽光パネルのリユース、リサイクル及び

適正な処分のため、実効的なリサイクル法制度の整備と併せて、再生材のサプライ 

チェーンの強靭化を含めた効率的なリサイクル体制の確保を早急にお願いしたい。 

 

４ 環境影響評価について 

対策パッケージにおいては、環境影響評価の対象となる太陽光発電事業の規模を 

見直すこととされています。 

他方、例えば、当初の事業計画に基づき環境影響評価を実施したものの、その後に

計画を変更し、事業の規模は変わらないが太陽光パネルの配置を大幅に変える場合 

など、内容によっては環境影響評価を再度行う必要も考えられることから、規模以外

の要件の見直しについても検討をお願いしたい。 

また、環境影響評価の対象要件の見直しは、地方自治体の条例に基づく制度にも 

影響を及ぼすことから、地方の意見を十分に聞いた上で行うようお願いしたい。 

 

５ 関係法令の適切な運用等について 

本県鴨川市における計画を始め、大規模太陽光発電施設設置計画については、  

全国的に見ても当該計画への対応のために、地方自治体や地元に様々な形で影響が 

出ています。 

そのため、現在既に開発に着手されている計画も含め、森林法、文化財保護法、  

土壌汚染対策法、盛土規制法を始めとする各種の関係法令の規制を総動員し、法令が

遵守され、地域共生が確保されるよう、厳格かつ迅速な対応をお願いしたい。併せて、

今後も発生しうる案件に適切に対処するため、必要な関係法令の整備を含めて、実効性

のある措置等についても検討をお願いしたい。 

また、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（以下「再エネ  

特措法」という。）における認定失効制度については、国民負担の抑制や調達価格の  

適時性確保の観点から、再エネ特措法の規定を適用し、これまでに約８万件／約７GW

が失効しています。 

そのような状況に鑑み、例えば、林地開発許可を伴う事業の場合、事業着手後に

FIT/FIP 認定が失効すると、山林を伐採したまま長期間事業休止となる可能性がある 

など、その後の事業継続に与える影響が大きく、森林の有する災害防止や環境保全等の 

公益的機能の維持・回復に課題が生じる懸念もあることから、FIT/FIP 認定事業に  

ついては、関係法令違反の早期発見に努めるとともに、関係法令違反に対して速やかに

措置を講じるなど、FIT/FIP 制度の一層の厳格な運用をお願いしたい。 
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６ 本県鴨川市における大規模太陽光発電施設設置計画への対応について 

本県鴨川市における大規模太陽光発電施設設置計画について、本年１月９日に、 

再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定が失効していること

を把握しました。これを受けて、本県では、事業者に対し、今後の事業計画の継続等

に係る意思を確認するとともに、資金計画など林地開発行為の適正な履行が可能で 

あるのかを判断するために必要な事項を報告するよう求めています。 

加えて、県及び鴨川市で設置した有識者会議においては、盛土の実施や残置森林の

復旧には、様々な技術的課題があるとの御意見をいただいております。 

昨年、本県では全庁横断的な連絡会議を設置し、鴨川市における大規模太陽光発電

施設設置計画について現行法令の範囲内で取り得る手段を精査し、対策を講じている

ところですが、地方自治体のみで対応することは困難であることから、大規模太陽光 

発電事業を国策として推進してきたことを踏まえ、今後の対応については、地域の実情

に即して国にも積極的な関与をお願いしたい。 

 

 


